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外貨建取引の通達改正

Q:外貨建債権債務の取扱いが改正になつ

たそうですが、その内容を教えてください。

ヱ今一：今回の改正では、短期外貨建債権債務

に係る換算差損益について、先物外国為替契

約等の締結日を含む事業年度において一括し

て損金または益金算入することが明らかにさ

れました 。

また、外貨建債権債務について通貨スワッ

プ契約を締結している場合における換算元本

額及び受取利子・支払利子に係る計算方法の

特例が新設されました◎

それによると、通貨スワップ換算元本額に

ついては、①通貨スワップ契約時の為替相場

により換算した金額、②取引銀行との間で為

替予約をするとした場合の先物為替相場によ

り換算した金額のいずれかによるものとし、

一方、受取利子又は支払利子については、 元

本に対する利回りが一定となるよう通貨スヮ

ツプ利子相当額を利息法により配分するか、

単純に契約期間に応じて均等に期間配分する

か、いずれかの方法によることとされていま

す ◎

その他には、為替相場の著しい変動があっ

た場合の長期外貨建債権債務の換算について、

従来の取扱いは変えずに改定したうえで、同

通達を適用する際の留意事項を改めて示して

いるほか、従来は法人税法上の外貨建債務に

該当する法人発行の外貨建社債から除かれて

いた転換期間満了前の転換社債のうち、一定

のものについて、短期外貨建債務として取り

扱うことを認めることとしています。
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